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は じ め に 

 

ここに「野田の保健福祉」令和４年度版を刊行いたします。 

本年は、部名を保健福祉部から福祉部へ改め、組織の改編を実施いたしました。高齢

者に対するサービスを一体的かつ効率的に実施するため、高齢者支援課と介護保険課を

統合し高齢者支援課とし、人権・男女共同参画推進課を福祉部へ移管し、子どもに関す

る窓口の一本化を図ることを目的に、保健センター、関宿保健センター、ことば相談室、

こだま学園及びあさひ育成園を児童家庭部から名称を変更した健康子ども部へ移管し、

子ども支援室については、発達、療育に関する専門的な相談が中心となることに加え、

ことば相談室、こだま学園及びあさひ育成園を子ども支援室へ移管させたことから、室

の名称を子どもの発達相談室としました。 

組織は福祉部と健康子ども部に変わりましたが、業務内容は今までと変更等がないこ

とから、本誌につきましては、「野田の保健福祉」として製作しております。  

少子高齢化は進行し、高齢化率が 31.2％となる中、ヤングケアラーやひきこもり、

8050 問題、介護と育児のダブルケアなど、高齢者をはじめとした人々が抱える課題が複

雑化、複合化し、公的支援制度の充実だけでは対応できない状況が現れています。社会

問題の解決へ向け、誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存在を認め合い、そして時に支

え合うことで、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるような社会をつくるこ

とが求められています。 

野田市では、すべての人が、孤立することなく、それぞれが抱える困難の解決へ向け、

地域の住民が共に支えあう地域共生社会の実現へ向けた取り組みを推進します。 

また、子育て支援、地域交流の拠点としての新たな児童センター整備、小学６年生ま

での全ての児童の医療費の無料化、新たな老人福祉センターの整備の検討、ひとり親支

援や障がい、人権に配慮した福祉のまちづくりにも引き続き取り組み、今後も、「野田

市にお住まいの誰もが、住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせるまちづくり」を

市民の皆様とともに目指してまいります。 

この冊子は、市が行っている保健・福祉の施策の概要を取りまとめたものです。多く

の皆様に活用されますことを願うとともに、市民の皆様の一層のご理解とご協力を賜り

ますよう、お願い申し上げます。 
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福祉部長     小 林 智 彦 

健康子ども部長  須 田 光 浩 


